
　
昨
年
６
月
議
会
定
例
会
で
制
定
さ
れ
た
「
鏡
石
町
人
事
行
政
の
運
営
等

の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
」
に
基
づ
き
、
平
成
17
年
度
の
人
事
行
政

の
運
営
な
ど
の
状
況
を
公
表
し
ま
す
。
こ
の
内
容
は
、
11
月
の
町
財
政
公

表
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
一
部
を
要
約
し
て
お
知
ら
せ
し
ま

す
。
今
回
の
公
表
は
、
地
方
公
務
員
法
第
58
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
、
人

事
行
政
運
営
に
お
け
る
公
平
性
、
透
明
性
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
に
行
わ

れ
る
も
の
で
、
町
職
員
の
任
免
や
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
な
ど
の

情
報
を
正
し
く
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
公
表
す
る
も
の
で
す
。�

　
昨
年
６
月
に
制
定
さ
れ
た
鏡
石

町
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の

公
表
に
関
す
る
条
例
の
第
３
条
で

は
、
次
の
８
項
目
の
報
告
事
項
を

定
め
て
い
ま
す
。�

　
職
員
の
任
免
・
職
員
数
　
職
員

の
給
与
　
勤
務
時
間
そ
の
他
勤
務

条
件
の
状
況
　
職
員
の
分
限
及
び

懲
戒
処
分
の
状
況
　
職
員
の
服
務

の
状
況
　
職
員
の
研
修
及
び
勤
務

成
績
の
評
定
の
状
況
　
職
員
の
福

利
及
び
利
益
の
保
護
の
状
況
　
そ

の
他
の
状
況
　�

　
ま
ず
、
　
職
員
の
任
免
・
職
員

数
に
関
す
る
状
況
に
つ
い
て
は
、

左
表
１
の
と
お
り
で
、
職
員
総
数

は
平
成
18
年
４
月
１
日
現
在
で
１

１
０
人
（
教
育
長
含
む
）
と
な
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
任
免
の
状
況

は
、
表
２
の
と
お
り
で
、
前
年
比

３
人
増
と
な
っ
て
い
ま
す
。�

　
次
に
、
②
職
員
の
給
与
、
③
勤

務
時
間
そ
の
他
勤
務
条
件
の
状
況

に
つ
い
て
は
、
表
３
の
と
お
り
と

な
っ
て
い
ま
す
。�

　
人
件
費
の
状
況
（
普
通
会
計
）

で
は
、
全
体
で
約
８
億
７
千
万
円

で
、
歳
出
総
額
に
占
め
る
人
件
費

率
は
、
21
・
３
％
と
な
り
、
前
年

比
１
・
８
％
増
と
な
り
ま
し
た
。�

��

　
次
に
、
④
職
員
の
分
限
処
分
及

び
懲
戒
処
分
の
状
況
は
、
職
務
怠

慢
に
よ
る
「
戒
告
」
処
分
の
１
件

で
し
た
。�

　
な
お
、
各
用
語
の
定
義
は
次
の

と
お
り
で
す
。�

「
分
限
処
分
」
と
は�

　
職
員
の
身
分
保
障
を
前
提
と
し

つ
つ
、
職
員
が
そ
の
職
責
を
十
分

に
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

に
、
職
員
の
意
に
反
す
る
不
利
益

な
身
分
上
の
変
動
を
も
た
ら
す
処

分
を
い
う
も
の
で
す
。�

「
懲
戒
処
分
」
と
は�

　
職
員
の
一
定
の
義
務
違
反
に
対

す
る
道
義
的
責
任
を
問
う
こ
と
に

よ
り
、
公
務
に
お
け
る
規
律
と
秩

序
を
維
持
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
処
分
を
い
う
も
の
で
す
。�

　
ま
た
、
公
平
委
員
会
の
状
況
に

つ
い
て
は
、
地
方
公
務
員
法
第
７

条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
権
限
は
同
法
第

８
条
第
２
項
に
お
い
て
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
本
町
で
は
、
同
法
第

７
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
事
務

を
委
任
し
て
お
り
、
昨
年
度
に
お

い
て
、
「
勤
務
条
件
に
関
す
る
措

置
要
求
」
、
「
不
利
益
処
分
に
関

す
る
不
服
申
立
の
状
況
」
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。�

��

　
次
に
、
⑤
職
員
の
服
務
の
状
況

に
つ
い
て
は
、
公
務
員
は
「
全
体

の
奉
仕
者
」
と
し
て
公
共
の
利
益

の
た
め
に
勤
務
し
、
職
務
遂
行
に

あ
た
っ
て
は
、
全
力
で
奉
仕
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
。�

　
こ
の
服
務
の
基
本
原
則
を
忠
実

に
実
行
す
る
た
め
、
「
信
用
失
墜

行
為
の
禁
止
」
、
「
秘
密
を
守
義

務
」
、
「
政
治
的
行
為
の
制
限
」
、

「
争
議
行
為
等
の
禁
止
」
な
ど
様
々

な
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
お
り
、
昨

年
度
に
お
い
て
、
服
務
義
務
違
反

に
よ
り
処
分
さ
れ
た
事
件
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。�

��

　
次
に
、
⑥
職
員
の
研
修
及
び
勤

務
成
績
の
評
定
の
状
況
で
は
、
職

員
研
修
は
、
主
に
ふ
く
し
ま
自
治

研
修
セ
ン
タ
ー
で
行
わ
れ
る
各
種

研
修
に
昨
年
度
は
10
名
を
派
遣
し

ま
し
た
。�

　
ま
た
、
勤
務
成
績
の
評
定
に
つ

い
て
は
、
職
員
の
意
欲
、
能
力
、

実
績
が
適
正
に
評
価
さ
れ
る
人
事

管
理
と
す
る
た
め
、
人
材
育
成
基

本
指
針
に
基
づ
き
行
っ
て
い
ま
す
。�

��

　
次
に
、
⑦
職
員
の
福
利
及
び
利

益
の
保
護
の
状
況
に
つ
い
て
は
、

職
員
の
定
期
健
康
診
査
を
全
職
員

を
対
象
に
実
施
し
、
病
気
の
早
期

発
見
・
早
期
治
療
に
努
め
て
い
ま

す
。
ま
た
、
災
害
補
償
に
つ
い
て

は
、
実
績
は
あ
り
ま
せ
ん
。�

�
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は
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％�

懲
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